
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 児童発達支援・保育所等訪問の利用に際して、【通所受給者証】が必要となります。 

※2 加古川市におけるサービス利用までの流れはこちら 

稲美町におけるサービス利用までの流れはこちら 

※3 受給者証の申請にあたって、療育手帳等を所持していない場合は医師意見書が必要と

なります。かかりつけ医もしくは発達外来を受診し、意見書の作成をご依頼ください。 

 

 

 

 

受 給 者 証※1 

見 学 

お住まいの役所へ相談※2 

受給者証の申請※3 

サービス利用計画書を作成・提出 
【相談支援事業者】と契約の上、作成をご依頼ください。 

受給者証の発行 

利 用 契 約 
ご契約の際には「受給者証」と「印鑑」をご持参ください。 

利 用 開 始 

あ り な し 

https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/fukushibu/shogaishashienka/syogaifukushisabisuto/1413891617020.html
https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000006595.html

